
【納付書の[申告計算結果]欄の転記元】

※　説明には令和４年度版のシステムの画面と別表を使用しています。

※　第６号様式や第６号の３様式で説明します。第６号様式や第6号様式の(その２)や(その３)の様式とは項番が異なるため、項番は省略して記載しています。

　　 また、法第72条の2第1項の第1号～第4号の複数に該当する事業を行う法人の場合は、各号で算定される各割の合計となります。

税目
[申告計算結果]欄

（転記先)
別表(画面)
(転記元)

法人税割額

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき法人税割額]欄になります。
　第６号様式の[この申告により納付すべき法人税割額]欄 － 均等割額に充当した見込納付額の残額(※)
　※　[この申告により納付すべき法人税割額]欄の金額を上限に充当する

　(例)300,000円 － (315,000円(見込納付額)－265,000円(この申告により納付すべき均等割額))(※)
　　　　＝ 300,000円 － 50,000円(※)
　　　　＝ 250,000円

Ⅱ　予定申告
　第6号の3様式の[この申告により納付すべき法人税割額]欄

均等割額

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき均等割額]欄になります。
　第６号様式の[この申告により納付すべき均等割額]欄 － 第6号様式の[見込納付額]欄(※)
　※　[この申告により納付すべき均等割額]欄の金額を上限に充当する

　(例)265,000円 － 265,000円(※)
　　　　＝ 0円

Ⅱ　予定申告
　第6号の3様式の[均等割額]欄
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所得割額

※法第72条の２第１項
第1号と第3号の

当割の合計

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき事業税額]の内訳の[所得割]欄になります。
　第６号様式の[この申告により納付すべき事業税額]欄の内訳の所得割 － 所得割の見込納付額(※)
　※　メニュー502の[6号:事業税の税額計算基礎]ＷＳの[見込納付額]－[所得割]欄の金額

　(例)70,000円 － 50,000円
　　　　＝ 20,000円

Ⅱ　予定申告
　第6号の3様式の[所得割額]欄

付加価値割額

※法第72条の２第１項
第1号、第3号、及び
第4号の当割の合計

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき事業税額]の内訳の[付加価値割]欄になります。
　第６号様式の[この申告により納付すべき事業税額]欄の内訳の付加価値割 － 付加価値割の見込納付額(※)
　※　メニュー502の[6号:事業税の税額計算基礎]ＷＳの[見込納付額]－[付加価値割]欄の金額

　(例)70,000円 － 60,000円
　　　　＝ 10,000円

Ⅱ　予定申告
　第6号の3様式の[付加価値割額]欄

資本割額

※法第72条の２第１項
第1号、第3号、及び
第4号の当割の合計

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき事業税額]の内訳の[資本割]欄になります。
　第６号様式の[この申告により納付すべき事業税額]欄の内訳の資本割 － 資本割の見込納付額(※)
　※　メニュー502の[6号:事業税の税額計算基礎]ＷＳの[見込納付額]－[資本割]欄の金額

　(例)５０0,000円 － 450,000円
　　　　＝ 50,000円

Ⅱ　予定申告
　第6号の3様式の[資本割額]欄

収入割額

※法第72条の２第１項
第2号、第3号、及び
第4号の当割の合計

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき事業税額]の内訳の[収入割]欄になります。
　第６号様式の[この申告により納付すべき事業税額]欄の内訳の収入割 － 収入割の見込納付額(※)
　※　メニュー502の[6号:事業税の税額計算基礎]ＷＳの[見込納付額]－[収入割]欄の金額

　(例)0円 － 0円
　　　　＝ 0円

Ⅱ　予定申告
　第6号の3様式の[収入割額]欄
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特別法人事業税額

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき特別法人事業税額]欄になります。
　第６号様式の[この申告により納付すべき特別法人事業税額]欄 － 見込納付額

　(例)100,000円 － 80,000円
　　　　＝ 20,000円

Ⅱ　予定申告
　第6号の3様式の[特別法人事業税額]欄
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法人税割額

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、この申告により納付すべき法人税割額]欄になります。
　第20号様式の[この申告により納付すべき法人税割額]欄 － 均等割額に充当した見込納付額の残額(※)
　※　[この申告により納付すべき法人税割額]欄の金額を上限に充当する

　(例)300,000円 － (300,000円(見込納付額)－200,000円(この申告により納付すべき均等割額))(※)
　　　　＝ 300,000円 － 10,000円(※)
　　　　＝ 200,000円

Ⅱ　予定申告
　第20号の3様式の[この申告により納付すべき法人税割額]欄

均等割額

Ⅰ　予定申告以外　※確定申告以外では見込納付額がないため、[この申告により納付すべき均等割額]欄になります。
　第20号様式の[この申告により納付すべき均等割額]欄 － 第20号様式の[見込納付額]欄(※)
　※　[この申告により納付すべき均等割額]欄の金額を上限に充当する

　(例)200,000円 － 200,000円(※)
　　　　＝ 0円

Ⅱ　予定申告
　第20号の3様式の[均等割額]欄
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